
▶ 日時 ：平成31年2月25日(月) 13:30～17:00
▶ 場所 ：さいたま新都心2号館 大研修室５A
▶ 主催 ：関東農政局生産部畜産課、(一社)全国食品リサイクル連合会

平成30年度関東地域エコフィードセミナー概要報告 未定稿

本セミナーについては、関東管内を中心として、食品・飼料関連事業者・畜産関係団体・
畜産農家、行政機関の方々など総勢58名のご参加をいただきました。

基調講演

佐々木 啓介 氏（ささき けいすけ）（国研）農研機構 畜産研究部門 畜産研究領域 食肉品質ユニット長

基調講演では、「エコフィード利用畜産物に対する消費者意識と消費者嗜好」と題し、エコフィード利用畜産物につ
いての消費者意識と消費者の嗜好の関係性についてアンケート調査し分析したところ、エコフィード普及に当たって
は、かつての残飯養豚のイメージは懸念しなくて良いことが分かった等の説明がありました。

また、エコフィード利用により畜産物の品質が変化することがあるが、その変化は消費者の嗜好には悪い影響は及
ぼさず、むしろそのような特徴的な畜産物が特定の消費者に好まれる可能性があること等の説明がありました。

質疑応答では、官能評価の具体的な手法や評価者の選出方法等についてやりとりがありました。

事例発表

高橋 慶 氏（たかはし けい） 有限会社環境テクシス 代表取締役

事例発表①として、「㈲環境テクシスの飼料化の最新の取組と養豚事業について」と題し、㈲環境テクシス社の事
業内容や、取扱いのあるエコフィード原料やその飼料特性等について説明がありました。食品廃棄物等の飼料化に
際しては、保存性向上や運送費削減の観点から、オンサイト（排出元での）処理が有用であることや、ビール粕
やモヤシ残さ等の飼料化事例の紹介等がありました。

最後に同社の養豚事業の取組について説明があり、エコフィード利用によりオレイン酸含量が高いなど特徴有的な
豚肉が生産可能なこと等の報告がありました。

國分 唯史 氏（こくぶ ただし） 国分牧場 代表

総合討論・意見交換

事例発表②として、「肉用牛経営におけるエコフィードの利用及び６次化」と題し、埼玉県東松山市でエコフィードを
活用した乳用牛肥育を行っている国分牧場の取組について説明がありました。

国分牧場は、市内のCOEDOビール工場のビール麦芽粕をエコフィードとして利用することにより、飼料費低減のほか、
自給率向上やCOEDOブランドを活用した畜産物の差別化及び堆肥の利用促進が図られているということでした。

最後に本日の講演を踏まえ、総合討論では、㈱日本フードエコロジーセンターの高橋巧一代表取締
役をコーディネーターとし、本日の講演者をパネラーに迎え、意見交換を行いました。

エコフィードの安全性確保に関する我が国の取組は、世界的にも先進的であるが、消費者にはあまり
知られていないこと、肥育牛農家のエコフィード利用が少ないのは、酪農と比べサポート体制や試験
データの蓄積が進んでいないこと等が影響していること、エコフィード利用畜産物のブランド化について
は、名付けて終わりではなく、その先の消費者の評価等含めて考えていく必要があること、エコフィード
利用により美味しい豚肉を作っている農家もありエコフィード活用の可能性は大きいこと、エコフィード
利用を通じて得た「出会い」を大切している等の多くの意見が交換され、有意義な会議となりました。

情報提供

岸 聖通 氏（きし きよみち） 農林水産省生産局畜産部飼料課 飼料利用調整班国産飼料原料係長

松崎 学 氏（まつざき まなぶ）（独）農林水産消費安全技術センター（FAMINC）肥飼料安全部 飼料管理課長

情報提供では、エコフィードの生産・利用拡大支援に関するH31年度事業の概要について説明がありました。

さらに、豚コレラの発生・拡大を踏まえ、エコフィードを含む飼料配送に当たっては、車両等の洗浄・消毒や持ち込み
防止等の防疫措置を確実に行われるよう、あらためて情報提供がありました。

まず、飼安法の概要についての説明がありました。さらに、食品残さ等利用飼料の安全確保のガイドラインについて
の説明があり、動物等由来のタンパク質を含む飼料原料の確実な分別やカビや異物等の除去及び生肉等が混入
する可能性がある場合の加熱処理の重要性等について再確認しました。特に加熱開始から原料が加熱されるま
でのタイムラグや、装置付属温度計の表示値と実測値が異なる場合があること等について注意がありました。

加えて、エコフィードに関する飼料及び畜産物の認証制度の概要について説明がありました。

※総合討論において、栃木県がゴボウ粕の飼料化を了承しなかった旨のやりとりがありましたが、これは正確ではなく、データ不足のため追加資料等を要求し、提出後
に了承されたというのが正確な事実です。説明不足により誤った印象を与えてしまい、関係者に御迷惑をお掛かけしましたことについて、主催者よりお詫び申し上げます。


